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紗調整交付金l  

惨高額医療費共同事魂  

・1件80万円超の医療費のリスクヘッジ  
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都道府県が1／4を負担   匝保険財政共同安定化事葡  L各組合が財政力に応じ拠出する調整保  

る調整  
険料を財源とする  

・全て保険料負担  ・1件30万円超の医療費のリスクヘッジ  ・人数割1／2、医療費実績割1／2で拠出  座付金交付事萄  



①前期高齢者財政調整について（全体イメージ）  

前期高齢者加入率が、全国平均加入率12％を上回る保険者については交付金が交  
付され、下回る保険者については納付金を納付することとなる。  
健保組合は、一般的に前期高齢者の加入率が低いので、納付金を納付することとなる。  

各保険者の納付金  

＝（当該保険者の1人当たり前期高齢者給付費）×当該保険者の0～74歳までの加入者数  

×（全国平均の前期高齢者加入率 一 当該保険者の前期高齢者加入率）  
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②退職者医療制度について  

○ 企業を退職した方は、国保に加入する。  

○ そのため、65歳未満の国保加入者で被用者年金の加入期間が20年以上の方（退職被保険者）等の医療給付費に   

ついては、自ら支払う保険料を除いた部分を、各被用者保険が財政力に応じて負担している。（標準報酬総簸で按分）  

○ 平成27年度以降は、それまでの対象者（65歳未満）のみを対象とする。   



③長寿医療制度の調整交付金について   

調整交付金は、国が後期高齢者医療広域連合に対して交付するものであり、  
国保や介護と同様、「普通調整交付金」と「特別調整交付金」の2種類がある 。  

○普通調整交付金・‥被保険者に係る所得の格差による広域連合間の財政の  
不均衡を是正  

交付の結果、同じ医療費水準であれば、広域連合全体の  
三．、・  所得水準にかかわらず、同じ  料水準となる  

〈所得水準の高い保険者〉   

保険料  公費   

〈所得水準の低い保険者〉   

一保険料  公費  

〈平均的な所得水準の保険者〉  

保険料  公費  



④市町村国保の調整交付金について  

普通調整交付金（概ね7％分）  

「調整対象需要額」－「調整対象収入額」の差額分を交付  

市町村国保の負担の概念図（全国ベース）  
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特別調整交付金（概ね2％分）  

・画一的な測定方法によっては措置できない特別の事情  
がある場合に、その事情を考慮して交付する。  

・特別な事情としては、次のようなものがある。  
ア 災害等による保険料の減免額がある場合  

イ 原爆被爆者に係る医療費が多額である場合 等   

＼ ←都道府県調整交付金（7％分）  

・都道府県が、都道府県内の市町村が行う国民健康保険  

の財政を調整するもの。   



⑤保険財政共同安定化事業について（イメージ）   



健康保険組合に対する支援事業等について  

1．高齢者医療 担金助成事業 金等負 （平成20年度までは特別保健福祉事業）  

高齢者医療制度の円滑な運営を図るため、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金  

が制度改正前と比べ負担増となる被用者保険の保険者に対し、国において、負担が一  

定程度以上増加する部分について助成。（平成21年度予算額164億円）  

2．健康保険組合給付責等臨時補助金   
健保組合の事業の円滑な運営を図るため  
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たす恐れがある健保組合に対し、国において、  

助。（平成21年度予算額 40億円）  

㌻健康保険組合連合会における交付金交付事業  
健康保険組合連合会においても、健保組合における財源の不均衡を調整するため、以  

下の交付金交付事業を実施。（平成21年度予算額1，268億円）   

① 財政窮迫組合に対する交付金交付事業（58億円）   

② 高齢者納付金等の負担を軽減するための交付金交付事業（192億円）   

③高額医療給付に関する交付金交付事業（1．019億円）  

※ 必要な財源は健保組合からの財政調整事業拠出金により賄う（健保組合はこの拠出金に充てるため、被保険  

者及び事業主から調整保険料を徴収）。   



後期高齢者医療広域連合の組織形態（平成20年10月1日時点）  

都道府県庁所在地の市区町村長＝－27県  
その他の市区町村長・・・20県  

1．広域連合長  

2．議員定数  

20人未満   20人～29人   30人～39人   40人～49人   56人   77人   

11都道府県   23都道府県   9都道府県   2都道府県   1都道府県   1都道府県   

3．職員数  

20人未満   20人～29人   30人～39人   40人～49人   50人～54人   65人   

5都道府県   27都道府県   9都道府県   3都道府県   2都道府県   1都道府県   

全職員数1，336人 内訳  

市区町村からの派遣   都道府県からの派遣   国保遠からの派遣   その他   

1，210人   49人   26人   51人   

47都道府県   29都道府県   16都道府県   17都道府県  



4．広域連合の処理する事務  

①被保険者の資格の管理に関する事務  

② 医療給付に関する事務  

③ 保険料の賦課に関する事務  

④ 保健事業に関する事務  

※広域連合組織の一例   

． N l －・・▲  

Jr二、   



5．長寿医療制度の運営主体  

長寿医療制度の運営主体については、（1）広域連合の他に、（2）市町村、（3）都  
道府県、（4）一部事務組合が議論された。  

＜制度施行時の考え方＞  

（1）広域連合  

○独自の首長及び独自の議会を持っており、責任をもって保険者機能を発揮できる。  

○広域連合における事務処理は、国民健康保険や老人保健制度に精通した市町村の職員が中心となって  
行うことができ、保険料決定や保険料徴収等について、広域連合と市町村が密接な連携のもとに、事務  

処理を行っていくことが可能である。  

（2）市町村  

○高齢化の進展に伴い老人医療貴は増大することが見込まれており、後期高齢者医療制度の運営に当た  
っては、財政の安定化を図る観点から広域化を図る必要がある。  

○他方、保険料徴収や各種申請の受付等の窓口業務については、住民に身近な行政主体として、住民  
情報を保有し、日頃から地域住民に接している市町村が担うことが適当である。  

○このような事情や関係者との協議を踏まえ、保険料徴収等の事務は市町村が行うこととした上で、都道  
府県単位で全市町村が加入する広域連合を設立し、当該広域連合を運営主体とすることにより、財政  
運営の広域化及び安定化を図ることができる。  

（3）都道府県  

○都道府県は、住民に関する基礎情報を保有せず、医療保険の事務処理に関するノウハウの蓄積もない。  
○また、保険料の徴収等の事務処理に関するノウハウの蓄積がなく、都道府県が、こうした事務を担うこと   
は、現実的には困難である。   



6．広域連合の状況   

全国の広域連合設立数・・・111広域連合（平成20年4月1日時点）  

後期高齢者医療広域連合   
介護保険又は国民健康保険  

その他の広域連合   
に関する事務を行う広域連合  

合計   

47広域連合   49広域連合   15広域連合   111広域連合   

※うち介護保険に関する事務を行う広域連合：48広域連合   

国民健康保険に関する事務を行う広域連合：4広域連合  

広域連合の状況（例）  

たいせつ   
広域連合の名称   そらち  大雪地区広域連合   も がみ   福岡県介護保険広域連合  

広域連合を組織  北海道内の6市町（1市5町）   北海道内の3町   山形県内の4町村（2町2村）   福岡県内の39市町村  

する地方公共団体  （5市30町4村）   

（1）国旨健康保障主姜に関する主務  （1）園巨億庫僅除去姜に関する主務  介話保険圭姜 主に処理する事務  （1）園露健康保障圭斐に関する主務  の  

（国民健康保険直営診療施設に係る事  （2）介譜侵除去董に関する主務   （国民健康保険直営診療施設に係る事  （1）被保険者の資格の管理に関する  

務を除く）   （3）長嘉院1専制暦に関する重；拓   務を除く）  事務  

（2）介護保・除喜業に関する書籍   （2）要介護認定及び要支援認定に関            （4）乳幼児医療給付事業、ひとり親家  （2）重度心身障害（児）者・乳幼児及び  

（3）広域化の調査研究 など   庭等医療給付事業などに関する受託  母子家庭等医療給付事業に関する事  する事務  
事務   務   （3）保険給付に関する事務  

（5）広域化の調査研究   （3）広域化の調査研究   （4）介護保険事業計画の策定に関す  

る事務  
（5）保険料の賦課及び徴収に関する事  

務  
（6）その他介護保険制度の施行に関  

する事務  



長寿医療制度と国民健康保険の一体化に関する舛添大臣の私案のイメージ  

＜見直し後＞  ＜現行＞   
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